鎌ケ谷市役所本庁舎及び鎌ケ谷市総合福祉保健センター駐車場管理運営事業に
係る公募型プロポーザル評価基準

１　趣旨
この基準は、鎌ケ谷市役所本庁舎及び鎌ケ谷市総合福祉保健センター駐車場管理運営事業に係る公募型プロポーザルに係る参加希望者からの提案のうち、最も優秀な提案を行ったと認められる者を選定するために必要な事項を定めるものである。

２　評価方法
審査及び評価は、鎌ケ谷市役所本庁舎及び鎌ケ谷市総合福祉保健センター駐車場管理運営事業に係る公募型プロポーザル審査委員会において次のとおり行うものとする。
審査委員は、参加希望者からの提案内容を基に、別紙「鎌ケ谷市役所本庁舎及び鎌ケ谷市総合福祉保健センター駐車場管理運営事業に係る公募型プロポーザル評価基準表」で採点を行うものとし、各審査委員の評価点の合計点数が最も高い者を契約候補者とする。

 （１）　契約候補者の選定方法
　　　 　選定にあたっては、審査委員会を組織し、参加希望者からの提案書類、プレゼンテーショ
　　　 ン及び質疑応答の内容の評価を行い、最も高い評価点のものを契約候補者とする。
 （２）　順位の決定方法（合計点数が同点となった場合の取扱い）
 　点数が同点の場合は、駐車場の貸付料が最も高価な業者を契約候補者とする。
 （３）　最低基準点の設定
   合計点数１５０点×委員数６名×６０％＝５４０点
 （４）　参加業者が１者の場合の取扱い
 　　　参加申込者が１者であっても審査を行い、別紙「鎌ケ谷市役所本庁舎及び鎌ケ谷市総合福　　
　　 祉保健センター駐車場管理運営事業に係る公募型プロポーザル評価基準表」
  　 に基づいて契約候補者を決定する。ただし、「（３）最低基準点」を満たさない場合は不調と
   　する。

３　評価基準（評価項目、評価の視点、配点、配点基準等）
別紙「鎌ケ谷市役所本庁舎及び鎌ケ谷市総合福祉保健センター駐車場管理運営事業に係る公募型プロポーザル評価基準表」のとおり


（別紙）　　　
鎌ケ谷市役所本庁舎及び鎌ケ谷市総合福祉保健センター駐車場管理運営事業に
係る公募型プロポーザル評価基準表
	評価項目・評価の視点
	配点
	配点基準

	
	
	極めて
良好
	良好
	普通
	やや
不十分
	不十分

	１　事業者実績、料金体系、駐車場制限に関する事項（配点２０点）
※　業務履行実績書、企画提案書を根拠に【事務局（契約管財課）】で採点

	
	1 
	・　本業務と同様の実績は十分にあるか。
	１０点
	１０
	８
	６
	４
	２

	
	2 
	・　適切な料金設定や割引方法でキャッシュレス対応　　
　か。
　・　分かりやすく、割引処理等（イベント参加者、ＥＶ車用充電器利用者等）を行うことができるか。
	１０点
	１０
	８
	６
	４
	２

	小計
	　　／２０点

	２　プレゼンテーション等に関する事項（配点９０点）
※　提案書類、プレゼンテーション及び質疑応答を根拠に【審査委員会】で採点

	
	⑴
	管理運営についての項目（配点９０点）

	
	
	ア
	 駐車場料金の精算機、案内看板、による管理方法。
・　どのような世代の人でも駐車場が容易に利用　
　できる精算機等の設備としているか。
・　設置されている設備機器等の内容は十分なも
　ので市役所駐車場に設置が可能なものか。全体
　として駐車場の管理に問題がない構成となって
　いるか。
・　案内看板や満車空車の表示は適切か。
・  コミバス等の特定の車両を手続なくスムーズ 
  に入出庫できる設備としているか。
	３０点
	３０
	２４
	１８
	９
	６

	
	
	イ
	駐車場でのトラブル防止策や災害対応策について。
  ・　トラブルに迅速に対応できる体制となってい　
　　るか（２４時間３６５日閏年においては３６６
　　日）。
　・　クレーム等の対応方法等（コールセンター設 
     置）に問題はないか。また、現地に迅速に駆け
     つけることができるか。
  ・　現地警備駆けつけは３０分以内に可能か。
  ・　台風や積雪等の風水害が発生または発生が予
　　期される場合の対応はどうか。積極的な対応を
　　することができるか（除雪作業等）。
	２０点
	２０
	１６
	１２
	８
	４

	
	
	ウ
	不正車両や放置車両についての対応は適切か。
  ・　不正車両や放置車両への対応方法は適切か。　　
　・　防犯カメラを設置し駐車場内の管理は適切
　　か。
	２０点
	２０
	１６
	１２
	８
	４

	
	2 
	独自提案について（配点２０点）

	
	
	ア
	　・　事業者の駐車場運営によって、どのような効
　　果が得られるか等。その他仕様書の内容以外の
　　部分について。
	２０点
	２０
	１６
	１２
	８
	４

	　小計
	　　／９０点

	３　貸付料（提案金額）に関する事項（配点４０点）
　※　見積書、企画提案書を根拠に【事務局（契約管財課）】で計算により採点

	
	1 
	・　財政収入への貢献度について最高額の貸付料を提示した事業者を満点として算出する。
	４０点
	４０
	
	
	
	

	小計
	　　／４０点

	合計
	　　／１５０点




※　貸付料に関する採点について
１　貸付料の評価は、最高の貸付料を提示した事業者（以下「Ａ者」という）を満点とする。

２　同額の場合は、最高の貸付料を提示した事業者全てを満点とする。

３　Ａ者以外については、以下の式のとおり算出することとする。
なお、小数点以下の点数は、切り捨てることとする。
＊計算式：（Ａ者以外の事業者）÷（Ａ者）×４０点

４　（例１）　最高の貸付料が１５万円で、Ｂ者が１０万円を提示した場合（Ｂ者点数）。
１０万円÷１５万円×４０点＝２６．６６６・・・
小数点以下の点数は、切り捨てて２６点とする。

（例２）　最高の貸付料が２３万円で、Ｃ者が１１万円を提示した場合（Ｃ者点数）。
１１万円÷２３万円×４０点＝１６．２９６・・・
小数点以下の点数は、切り捨てて１６点とする。

（例３）　最高の貸付料が２７万円で、Ｄ者が１０万円を提示した場合（者点数）。
１０万円÷２７万円×４０点＝１４.８１４・・・
小数点以下の点数は、切り捨てて１４点とする。
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